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１ 航空事故調査の経過

１.１ 航空事故の概要

個人所属アレキサンダー・シュライハー式Ｋａ６ＣＲ型ＪＡ２２ＣＴ（滑空機、単

座）は、平成１２年１月９日（日 、慣熟飛行のため、埼玉県北埼玉郡大利根町の読売）

大利根滑空場から発航し、場周経路を飛行中、１３時１５分ごろ、北埼玉郡北川辺町

の利根川左岸側の水田に墜落した。

同機には、機長のみが搭乗していたが、死亡した。

同機は大破した。

１.２ 航空事故調査の概要

1.2.1 調査組織

航空事故調査委員会は、平成１２年１月１０日、本事故の調査を担当する主管調

査官ほか２名の航空事故調査官を指名した。

1.2.2 調査の実施時期

平成１２年１月１０日及び１４日 現場調査



２ 認定した事実

２.１ 飛行の経過

ＪＡ２２ＣＴは、平成１２年１月９日、埼玉県北埼玉郡大利根町利根川河川敷の学

生航空連盟読売大利根滑空場（以下「滑空場」という ）において、慣熟飛行を行う予。

定であった。

同機は、０９時００分ごろ、滑空場において、学生航空連盟の会員達（以下「会

員」という ）により組立、組立後点検及び飛行前点検が行われた。。

１０時２０分ごろ、会員の一人の操縦により、滑走路３１から、組立後の確認飛行

のため、１回目の発航が行われ、同機に異常が無いことが確認された。

引き続き、同機は、会員が交代で操縦して９回発航し、１２時５９分ごろ、１１回

目の飛行として、本事故当時の機長が着座して、滑走路３１からウインチ曳航により

発航した。同機長にとっては、当日の初めての飛行であった。

その後、事故に至るまでの飛行の経過は、滑空場内で事故を目撃した会員の口述を

総合すると、概略次のとおりであった。

当日は、曇り空で北から約０.５ の風が吹いていた。同機は、ウインチ曳航m/s

により発航し、高度約１,３５０ に達したころ離脱した。同機は場周経路をft

飛行し、ダウンウインド・レグで利根川左岸沿い（滑空場対岸）にある工業団地

の上空約１,２００ で数回旋回した後、徐々に高度を下げながら、他の会員のft

飛行速度と比較し、ゆっくりとした速度で川下側へ飛行を続けた。

同機が工業団地と東武線の鉄橋の中間付近上空を飛行中、同鉄橋付近上空で最

終進入中であったモーター・グライダーからタッチアンドゴーの要求がピストに

あった。その後、ＪＡ２２ＣＴの機長から「オン・ダウンウインド」とピストへ

無線連絡があった。ピストからＪＡ２２ＣＴに対して、モーター・グライダーに

続いて着陸するよう通報した。

通常、この付近では、会員は約５００ で飛行し、最低でも４００ の高度がft ft

必要であるが、この時のＪＡ２２ＣＴの高度は３５０～４００ に見えた。そのft

後、同機は左へ旋回した後、落下するように降下し、堤防の陰になり見えなくな

った。

当日の他の会員の１回の飛行は、６～９分であったが、同機は、１５分程度飛

行していた。

この時の旋回の状況を目撃していた会員の口述を総合すると、概略次のとおりであ

った。

進入するものと思っていたら、左旋回を開始したので、モーター・グライダー

との間隔をとるためかと思ったが、他の会員の飛行速度と比較し、低速度で飛行



しており、低速度のままで、バンクをしないで左旋回をしたように見えたため、

危険だと思い、また不審に思った。

また、事故現場近くの工事現場で事故を目撃した者の口述によると、概略次のとお

りであった。

利根川左岸堤防上で下流の方向を向いていたら、突然左側頭上に低い高度でゆ

っくりとした速度で川下方向へ飛行する滑空機が見えた。工事用クレーンのブー

ム（頂部約３０ｍ）と比較して、いつもよりかなり低い高度で飛行していると思

った。同機は東武線の鉄橋手前で左旋回し、私の立っている方向に向きを変え、

急激に機首を下に向け２～３回旋転し、堤防脇の民家近くの水田に墜落した。

直ちに現場へ駆けつけ、機長に呼びかけたが応答がないので１１９番に電話

した。

機長は救急車により、近くの病院に搬送され、死亡が確認された。

事故発生地点は、埼玉県北埼玉郡北川辺町大字本郷１２１７番地先の水田で、事故

発生時刻は、１３時１５分ごろであった。

（付図１及び写真参照）

２.２ 人の死亡、行方不明及び負傷

機長が死亡した。

２.３ 航空機の損壊に関する情報

2.3.1 損壊の程度

大 破

2.3.2 航空機各部の損壊の状況

胴体 破断

主翼 破断

２.４ 航空機以外の物件の損壊に関する情報

無 し

２.５ 航空機乗組員等に関する情報

機 長 男性 ４９歳

自家用操縦士技能証明書（滑空機） 第Ａ４０７９０３号

限定事項 上級滑空機 昭和５３年９月７日



第２種航空身体検査証明書 第２１６９１３１６号

有効期限 平成１２年１１月２３日

総飛行時間及び発航回数 ６００時間５６分、発航回数不明

最近３０日間の飛行時間及び発航回数 ０時間３９分、３回

同型式機による飛行時間及び発航回数 不明

最近３０日間の飛行時間及び発航回数 ０時間３９分、３回

（総飛行時間は、航空身体検査受検時（ 11 11 18 に本人の申告した時間平成 年 月 日)

及び学生航空連盟の記録から算定 ）。

２.６ 航空機に関する情報

2.6.1 航空機

型 式 アレキサンダー・シュライハー式Ｋａ６ＣＲ型

製 造 番 号 第７２３号

製造年月日 １９６０年６月３日

耐空証明書 第９９－１１－３５号

有効期限 平成１２年７月１１日

総飛行時間 ３,０２３時間３２分

総発航回数 ５,３１９回

定期点検 ､ 11 6 27 後の飛行時間及び発航回数( )定期整備 平成 年 月 日

５０時間５３分、１９５回

2.6.2 重量及び重心位置

事故当時、同機の重量は２５３ 、重心位置は２８０ と推算され、いずれも許kg mm

容範囲（最大離陸重量３００ 、事故時の重量に対応する重心範囲１７５～３５２kg

）内にあったものと推定される。mm

２.７ 気象に関する情報

2.7.1 事故現場の北西約３㎞に位置する加須地区消防組合北川辺分署の事故関連時

間帯の気象観測値は、次のとおりであった。

13時00分 風向 南西、風速 １ 、気温 ５.５℃、天気 曇りm/s

2.7.2 滑空場内にいた会員によれば、事故当時の滑空場付近の気象は、次のとおり

であった。

天気 曇り、 視程１０ 以上、風向 北、風速 約０.５ 、km m/s



2.7.3 事故現場付近の目撃者によれば、事故当時の現場付近の風の状況は、次のと

おりであった。

風は、ほとんどなかった。

２.８ 事故現場及び残がいに関する情報

2.8.1 事故現場の状況

事故現場は、発航地点の滑空場と利根川を挟んだ対岸の堤防に隣接した水田であ

った。

機体は機首部分から地面に突っ込み、機首部分及び操縦席部分は原型を留めない

ほど破損して、機体周辺に飛散していた。地面には、左右主翼前縁の衝突痕があり、

両翼は胴体から分離していた。機首及び両主翼の衝突痕から、衝突時の機首の方向

は、約１５０°と推定された。

2.8.2 損壊の細部状況

主要な部分の損壊状況は、次のとおりであり、いずれも地面との衝突時に生じた

ものと推定された。

1 胴体部( )

① 機首先端から操縦席までが、前方下側から押し上げられた形で破損し、計

器板は取付部から破断していた。

② 右水平尾翼は損傷していたが、左水平尾翼及び垂直尾翼には損傷はな

かった。

2 主翼部( )

両翼とも、前縁部が変形し、胴体取付部で破断していた。

3 操縦系統( )

操縦索のプーリーの一部が損傷し、また、コントロール・ロッドの一部が折

れ曲がっていた。

２.９ 医学に関する情報

埼玉県加須警察署からの情報によれば、概略次のとおりであった。

機長から、アルコール及び薬物は検知されなかった。

死体検案書によれば、機長の直接の死因は、墜落衝撃による脳挫傷、肺挫傷、

頭蓋底骨折であった。



３ 事実を認定した理由

３.１ 解 析

3.1.1 機長は、適法な航空従事者技能証明及び有効な航空身体検査証明を有してい

た。

3.1.2 同機は、有効な耐空証明を有しており、所定の整備及び点検が行われていた。

3.1.3 事故当時の気象は、本事故に関連はなかったものと推定される。

3.1.4 同機は、次のことから事故発生まで、機体には異常がなかったものと推定さ

れる。

1 同機は、組立後の確認飛行が行われ、さらに他の複数の会員の操縦により、( )

９回の飛行を行っており、その際に異常がなかったこと

2 会員の口述によれば、同機が東武線鉄橋手前上空付近でピストからの通報( )

を受けた時まで正常に飛行していたこと

3 機体調査の結果、同機の損傷は、地面との衝突時に生じたものと推定され( )

ること

3.1.5 機体の破損状況及び地上痕跡並びに会員及び目撃者の口述から、同機は、発

航後ダウンウインド・レグで数回旋回後、高度を下げながら低速で川下側へ飛行を

続け、着陸のため「オン・ダウンウインド」をピストに通報し、ピストからは、同

機に対し、最終進入中のモーター・グライダーに続いて着陸するようにと通報した

ものと推定される。その後同機は、鉄橋手前を飛行中、左に旋回し、機首を下に向

けて落下し、機首部から水田に墜落したものと推定される。

3.1.6 ピストから、鉄橋手前を飛行中の同機に、モーター・グライダーに続いて着

陸するよう通報した時の同機の高度は、会員及び目撃者の口述から、通常のこの付

近での飛行高度に比較し、かなり低かったものと推定される。

3.1.7 同機が墜落したことについては、低高度において、低速で不適切な旋回（ラ

ダー操作とエルロン操作及びエレベーター操作とが調和していない不釣り合いな旋

回）をしたため、旋回中に失速に陥って、ほぼ垂直に落下し、失速から回復するの

に必要な高度の余裕が無かったため、そのまま機首部から地面に衝突したものと推

定される。



3.1.8 同機が鉄橋手前付近において、通常より低い高度で飛行していたことについ

ては、当日の他の会員の１回の飛行時間に比し、飛行時間が長かったことから、工

業団地付近上空における飛行が長かったため、高度が下がりすぎ、ダウンウインド

に移行したときの高度が通常より低高度になってしまった可能性が考えられるが、

これを明らかにすることはできなかった。

3.1.9 同機が、鉄橋手前付近において、左旋回を行ったことについては、機長が、

同滑空場滑走路に進入しようとしていたモーター・グライダーとの間合いを取ろう

とした可能性が考えられる。

４ 原 因

本事故は、同機が、低高度において、低速度で不適切な旋回をしたため、失速に陥

り、失速から回復することができず、墜落したものと推定される。

５ 参考事項

本事故に関し、主として読売大利根滑空場を基地にして活動している学生航空連盟

は、飛行の再開にあたり「読売大利根滑空場フィールドミニマム（昭和５０年４月制

定 」を改訂するとともに、読売大利根滑空場を共同使用して飛行を行っている同連盟）

ＯＢ会の会員と、平成１２年３月２６日、事故の再発防止のため、次のような事項を

確認した。

「安全飛行のための確認事項（ 000301､ 12.3.26 」の概要SAF H )

１ 教官は、学生航空連盟とＯＢ会の会員が共同で飛行を行っている中で、総括

で飛行の管理を行うが、特にライセンサーＯＢ会員の飛行については、日頃か

ら自己管理を徹底し、自己責任を自覚すること。

２ 飛行は、読売大利根滑空場フィールドミニマムを厳守すること。

（今回改訂の主な内容：ダウンウインドに設けたチェックポイント通過高度

を６００ 以上とする。チェックポイント通過以降は、第３旋回、ファイナルft

旋回以外で旋回（１８０度以上の）を行ってはならない ）。

３ 読売大利根滑空場付近では、ピストが可能な限り的確な指示あるいはアドバ

イスを出すものとするが、最終判断は機長が行う。

４ 学連ピストの無線（ＨＦ・ＶＨＦ無線機）は、教官または教官が指示した者



が担当し、ＨＦ・ＶＨＦとも原則として一人で受け持つこととする。

５ 少なくとも３ヶ月に一度は、十分な高度をとって最小操縦速度による飛行や

ストールリカバリー等の技術確認飛行を行うものとする。

６ 飛行規程を熟知し、基本操作を確実に行うこと。

７ ３ヶ月以上にわたって飛行経験がない場合は、必ず同乗飛行を行うものと

する。








